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お
盆
の
御
供
物
は

　
８
月
16
日
金
午
前
８
時
ま
で
に
（
石
岡
地
区
）

▼
お
盆
の
供
物
は
、
８
月
16
日
金

午
前
８
時
ま
で
に
最
寄
り
の
指

定
場
所
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。

指
定
収
集
日
に
分
別
し
て
一

般
集
積
所
へ
出
す
こ
と
も
で

き
ま
す
。

※
中
身
が
入
っ
た
缶
・
ビ
ン
類
、　　
　
　
　 ち

ょ
う
ち
ん
や
祭
壇
類
は
回
収
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
線
香
は
火

災
の
原
因
に
な
り
ま
す
の
で
立
て

な
い
で
く
だ
さ
い
。

※
時
間
は
厳
守
し
て
く
だ
さ
い
。

問
　
生
活
環
境
課

　
℡
23
・
７
３
０
１

※宮部地区ふれあい農園駐車場の御霊送り回収は、平成 30 年度から廃止

子
ど
も
会
な
ど
に

  　
資
源
ご
み
回
収
補
助
金

対
象
／
廃
品
回
収
を
年
度
内
に
２

回
以
上
実
施
し
た
団
体

補
助
金
額
／
回
収
重
量
１
㎏
当
た

り
４
円

申
請
期
限
／
令
和
７
年
2
月
28
日
金

申
請
に
必
要
な
も
の
／ 

① 
取
引
業
者
伝
票
（
原
本
添
付
）  

②
団
体
の
金
融
機
関
口
座
番
号
が

わ
か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）

※
事
前
に
団
体
口
座
の
開
設
を
お

願
い
し
ま
す
。 

問　
生
活
環
境
課

　
℡
23
・
７
３
０
１

ご
協
力
く
だ
さ
い　

全
国
家
計
構
造
調
査

▼
5
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
こ
の
調

査
は
、
国
や
県
の
各
種
行
政
施

策
や
、
税
金
・
年
金
制
度
の
改

定
な
ど
の
た
め
の
貴
重
な
資
料

と
な
り
ま
す
。
８
月
か
ら
調
査

員
が
世
帯
を
訪
問
し
ま
す
。

期
間
／
10
月
～
11
月（
２
カ
月
間
）

調
査
対
象
地
区
／
泉
町
・
並
木
・

府
中
・
鹿
の
子 

問　
人
口
創
出
課

　
℡
23
・
７
２
７
８

本石岡本庁舎　℡ 23-1111 ㈹
〒 315-8640　
　石岡市石岡一丁目 1 番地 1

支八郷総合支所　℡ 43-1111 ㈹
〒 315-0195　
　石岡市柿岡 5680 番地 1

開庁時間：月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※水曜日は午後 7 時まで ( 一部業務のみ）

本

支

※※料金の記載のないものは無料※※

く
ら
し
・
手
続
き

子宮頸がん予防ワクチン接種のおしらせ
キャッチアップ：平成 9 年 4 月 2 日
　～平成 20 年４月１日生まれの女性 
　（令和 7 年 3 月末まで無料）
定期：小学校 6 年生～高校 1 年生

の女子（高 1 の 3 月末まで無料）
※詳しくは市ホームページから▶
問石岡保健センター　℡ 24-1386
　八郷保健センター　℡ 43-6655

本本

本

広 告 掲 載 欄 広 告 掲 載 欄
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※
す
で
に
工
事
に
着
工
し
て
い
る

場
合
は
、
補
助
対
象
外
で
す
。　

住
ま
い
づ
く
り
推

進
事
業
に
つ
い
て

は
こ
ち
ら
か
ら
▼

　

木
の
住
ま
い
助
成

事
業
に
つ
い
て
は

こ
ち
ら
か
ら
▼

申
請
期
限
／
令
和
７
年
１
月
31
日
金

問　
建
築
住
宅
指
導
課

　
℡
23
・
５
５
２
６

駅
前
マ
ン
シ
ョ
ン
に

住
ん
で
み
ま
せ
ん
か

▼
中
心
市
街
地
の
定
住
人
口
の
増

加
を
進
め
る
た
め
、
優
良
民
間

賃
貸
住
宅
を
活
用
し
た
家
賃
の

一
部
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

場
所
／
第
14
Ｓ
Ｙ
ビ
ル
（
国
府
二

丁
目
１
番
４
号
）

対
象
世
帯
／
高
齢
者
（
同
居
）・

子
育
て
・
障
が
い
者
・
新
婚 

家
賃
／
所
得
に
応
じ
て
家
賃
の

一
部
が
助
成
さ
れ
、
市
営
住

宅
と
同
等
の
負
担
で
入
居
可
。

申
請
場
所
／
建
築
住
宅
指
導
課
・

三
楽
建
設
株
式
会
社
茨
城
支
店　

（
管
理
業
務
者
）

問　
建
築
住
宅
指
導
課

℡
23
・
５
５
２
６

く
ら
し
・
手
続
き

相

談

イ
ベ
ン
ト
・
催
し

募

集

講
座
・
教
室

お
し
ら
せ

健

康

本本

▶前年の所得などに基づいて、令和
６年度の介護保険料額が決定しま
した。郵送される通知書で、決定
した保険料額をご確認ください。

年金天引きの人へ（特別徴収）
　８月上旬に「介護保険料額決定通

知書兼特別徴収変更開始通知書」
を送付します。

年金天引きされない人へ（普通徴収）
　８月中旬に「介護保険料額決定通

知書兼納入通知書」を送付します。
普通徴収の納期と納期限
　第３期　９月２日月
　第４期　10 月 31 日木
　第５期　12 月 25 日水
　第６期　令和７年２月 28 日金

段階 住民税
課税状況 所得の基準額 保険料率 年額（円）

第 1 段階
生活保護または老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税 基準額×

0.285 19,340 

世帯全員が
非課税

合計所得金額（A) ＋年金収入（B) が 80 万円以下

第 2 段階  A と B の合計が 80 万円超～ 120 万円以下 0.485 32,910

第 3 段階  A と B の合計が 120 万円超 0.685 46,490

第４段階 本人が
非課税

（世帯の誰
かは課税）

 A と B の合計が 80 万円以下 0.9 61,080

第５段階
（標準段階）

 A と B の合計が 80 万円超 1 67,870

第６段階

本人課税

 A が 120 万円未満 1.2 81,440

第７段階  A が 120 万円以上～ 210 万円未満 1.35 91,620

第８段階  A が 210 万円以上～ 320 万円未満 1.6 108,590 

第９段階  A が 320 万円以上～ 420 万円未満 1.8 122,160

第 10 段階  A が 420 万円以上～ 520 万円未満 1.9 128,950

第 11 段階  A が 520 万円以上～ 620 万円未満 2.1 142,520

第 12 段階  A が 620 万円以上～ 720 万円未満 2.3 156,100

第 13 段階  A が 720 万円以上 2.4 162,880

令和６年度の介護保険料が決定しました 問　介護保険課　℡ 23-7327本

自
己
用
住
宅
を
建
築
す
る

　
　
　
　
　
　

  
皆
さ
ん
へ

①
住
ま
い
づ
く
り
推
進
事
業

条
件
／
市
外
在
住
１
年
以
上
で
、

こ
れ
か
ら
転
入
す
る
、
ま
た
は

転
入
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い

こ
と
や
、
申
請
者
の
年
齢
が
満

20
歳
以
上
45
歳
以
下
な
ど
一
定

の
条
件
を
満
た
す
場
合

補
助
額
／
住
宅
建
築
費
用
の
10
％

以
内
で
30
万
円
が
上
限

※
中
心
市
街
地
は
10
万
円
、
Ｕ

タ
ー
ン
転
入
者
は
20
万
円
上

乗
せ

②
木
の
住
ま
い
助
成
事
業

条
件
／
市
内
に
本
店
が
あ
る
設
計

事
務
所
へ
の
設
計
監
理
依
頼
お

よ
び
工
務
店
へ
の
施
工
依
頼

な
ど
一
定
の
条
件
を
満
た
す

場
合

補
助
額
／
住
宅
建
築
費
用
の
10
％

以
内
で
50
万
円
が
上
限

※
中
心
市
街
地
は
10
万
円
上
乗
せ

①
・
②
共
通
事
項

申
請
方
法
／
申
請
用
紙
に
必
要
事

　
項
を
記
入
の
上
、
関
係
書
類
を

添
え
て
申
請

く
ら
し
・
手
続
き
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